
中山町告示第７７号 

中山町雨水浸透阻害行為に関する工事補助金交付規程を次のように定める。 

令和７年６月２５日 

中山町長 佐 藤 俊 晴    

中山町雨水浸透阻害行為に関する工事補助金交付規程 

（趣旨） 

第１条 この告示は、流域治水と町の発展を共に向上させることを目的として、特

定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号。以下「法」という。）第３

条第１項等の規定に基づき指定された、特定都市河川流域のうち、中山町内で行

われる雨水浸透阻害行為に関する対策工事（以下「工事」という。）に要する費用

に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、中山町補助金等の

適正化に関する規則（昭和４０年規則第５号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、用語の意義は、法第２条に定めるところによる。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、法第３０

条の規定により、山形県知事（以下「知事」という。）から雨水浸透阻害行為の許

可を受けた者とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、法第３６条第２項に基づき知事が発出する雨水阻害行為許

可通知書（以下「許可通知書」という。）に記載された雨水浸透阻害行為区域の面

積１平方メートルあたり１,０００円とし、１００万円を上限とする。 

（交付申請書） 

第５条 補助金交付申請書の提出期限は、事業に着手する日の１０日前とし、添付

すべき書類は、次のとおりとする。 

⑴ 許可通知書の写し 

⑵ 事業計画書（様式第１号） 

⑶ 法第３０条の規定により、知事に雨水浸透阻害行為の許可を申請するため、

特定都市河川浸水被害対策法施行規則（平成１６年国土交通省令第６４号。以



下「法規則」という。）第１６条に定める別記様式第２雨水浸透阻害行為許可申

請書（以下「許可申請書」という。）に別葉として併せて提出する、法規則第１

６条第４項に定める現況地形図、土地利用計画図、排水施設計画平面図、対策

工事の位置図及び対策工事の計画図の写し 

⑷ 法第３１条第２項の規定により、許可申請書に添付する法規則第１８条第１

項に定める行為区域位置図、行為区域区域図及び対策工事の計画が特定都市河

川浸水被害対策法施行令(平成１６年政令第１６８号)第９条第１項に規定す

る技術的基準に適合することを証する書類の写し 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

（条件） 

第６条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変

更とする。 

⑴ 知事に対し法第３７条第３項の規定により、雨水浸透阻害行為の許可を受け

た事項の変更を届け出た場合 

⑵ 補助交付申請額の変更（増額） 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受

けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 中山町雨水浸透阻害行為に関する工事計画変更承認及び補助金変更交付申請

書（様式第２号） 

⑵ 法第３７条第４項に基づき準用される許可通知書の写し 

⑶ 事業計画書（様式第１号） 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等の通知） 

第７条 規則第８条及び第１０条第３項に規定する交付決定等の通知は、中山町雨

水浸透阻害行為に関する工事補助金（変更）交付決定通知書（様式第３号）によ

るものとする。 

（実績報告書） 

第８条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過

する日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い

日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。 



⑴ 事業実績書（様式第１号） 

⑵ 法第３８条の規定により知事に工事完了の届け出るために提出する、法規則

第２６条に定める別記様式第３雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の写

し 

⑶ 法第３２条の政令に定める技術基準に適合していることを証明するため知事

が発出する雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の写し 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

（補助金額の確定の通知） 

第９条 規則第１５条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書

（様式第４号）によるものとする。 

（帳簿の備付等） 

第１０条 規則第２１条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１１条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があると

認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第１２条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期

限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(財産処分の制限) 

第１３条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び

従物（取得価格が３０万円以上の機械器具及び施設）は、総務省所管補助金等交

付規則（平成１２年省令第６号）に規定する年数を経過するまで町長の承認を受

けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又

は担保に供してはならない。 

（雑則） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項につ

いては、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



様式第１号（第５条、第６条、第８条関係） 

事業計画（実績）書 

 

事業内容 事業予定（実施）期日 予（決）算額（円） 備 考 

    

 

１ 補助事業計画変更承認申請書に添付する場合は、変更前と変更後を二段書きと

し、変更前をかっこ書きで上段に記載すること。  

 

 



様式第２号（第６条関係） 

年  月  日 

 

 中山町長    様 

 

申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者氏名 

 

年度中山町雨水浸透阻害行為に関する工事計画変更承認及び補助金変更交付申請書 

 

 年  月  日付け  第  号により補助金交付決定があった標記補助事業に

ついて、下記のとおり計画変更したいので中山町補助金等の適正化に関する規則第

７条第１項第１号の規定により承認されるとともに、補助金     円を追加（減

額）交付されるよう、併せて申請する。 

記 

１ 変更の理由及び内容 

 

２ 変更後の事業計画書 

  別紙のとおり（様式第１号を添付すること） 

 

（注）補助金の変更交付が不要の場合は、件名の「 年度中山町雨水浸透阻害行為

に関する工事計画変更承認及び補助金変更交付申請書」を「 年度中山町雨水

浸透阻害行為に関する工事計画変更承認申請書」とし、本文中の「下記のとお

り計画変更したいので中山町補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１

号の規定により承認されるとともに、補助金     円を追加（減額）交付

されるよう、併せて申請する。」を「下記のとおり計画変更したいので中山町補

助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認されるよう

申請する。」とする。 

  



様式第３号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

           様 

中山町長        

 

年度中山町雨水浸透阻害行為に関する工事補助金の 

（変更）交付決定について（通知） 

 

 年 月 日付けで申請のあった 年度中山町雨水浸透阻害行為に関する工事補助

金について、中山町補助金等の適正化に関する規則（以下「規則」という。）第６

条の規定により、下記のとおり補助金を交付することに決定したので、規則第８条

の規定により通知します。 

記 

１ 補助金の額        円 

２ 交付の条件 

⑴ 補助金の交付の対象となる事業は、 年 月 日付けで申請のあった事業で、

その内容は申請書記載のとおりとする。 

⑵ 補助事業者等は、補助事業等を中止又は廃止する場合及び補助事業の内容を

変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業等を完了したときは、完了後３０日以内又は補助金の交付のあった

年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに実績報告書を町長に提

出しなければならない。 

⑷ 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当

該収入及び支出についての証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して５

年間保管しなければならない。 

⑸ 補助事業者等は、補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物

（取得価格が３０万円以上の機械器具及び施設）は、総務省所管補助金等交付

規則（平成１２年省令第６号）に規定する年数を経過するまで町長の承認を受

けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け



又は担保に供してはならない。 

⑹ 補助事業者はこの補助金に関しては、規則及び中山町雨水浸透阻害行為に関

する工事補助金交付規程に従わなければならない。 

  



様式第４号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

中山町長          

 

年度中山町雨水浸透阻害行為に関する工事補助金の額の確定について（通知） 

 

  年 月 日付け 第 号で（変更）交付決定した 年度中山町雨水浸透阻害行

為に関する工事補助金については、中山町補助金等の適正化に関する規則第１５条

の規定により、下記のとおり額を確定します。  

 

記 

 

１ 補助金の確定額         円 


